
一般社団法人みどり市観光協会 入会申込書 

 

                          申込日：令和  年  月  日 

 

 みどり市観光協会の目的に賛同し、下記のとおり入会申込いたします。 

 

【会員情報】 

フ リ ガ ナ 
 

会 員 名 
 

フ リ ガ ナ 
 

代 表 者 名 
 

フリガナ 

担当者名 
※自署 

 

所 在 地 
〒 
 

 

代表者住所 
※所在地が 

市外の場合 

〒 

 

 

電 話 番 号  担当者携帯  

Ｆ Ａ Ｘ  E - m a i l  

業 種 等  

会 員 種 別 

申 込 口 数 

□ 正 会 員   口 ・       円（3,000円／1口） 
 

□ 賛助会員   口 ・       円（1,000円／1口） 

公式サイト 

掲載 

□ 希望する 
 

□ 希望しない 

イベント 

出店 

□ 希望する 
 

□ 希望しない 

商 品 展 示 

販 売 委 託 

□ 希望する 
 

□ 希望しない 

※公式サイト掲載を希望した方は、別紙「公式サイト掲載内容」に必要事項を記入してください。 

※イベント出店を希望した方には、その都度、担当者宛に出店情報の提供をさせていただきます。 

※商品展示・販売委託を希望した方には、後日、展示・販売方法等について、ご相談させていただき

ます。 

※入会申込書受領後に直近の理事会において入会が承認されましたら、年会費の請求書を発送しま

す。支払期日までに協会事務所に持参いただくか、指定口座へ振込ください。なお、振込手数料

は、会員様にてご負担ください。  



 

会員種別について 

 

一般社団法人みどり市観光協会おける会員種別の特徴や役割についてご説明いたします。 

 

 

【正会員】 

 

 １．議決権について 

   ・毎年６月に開催される社員総会において各一個の議決権を有します。 

   ・入会口数により議決権の個数が増えることはありません。 

 

 ２．会員特典について 

   ・問合せに対する優先的な紹介 

   ・観光協会ホームページにて紹介 

   ・協会制作パンフレットにて紹介 

   ・イベント等出店のご案内 

   ・観光協会事務所物販コーナーへの出品 

   ・会員様パンフレットの窓口設置（１会員様１種類） 

   ・施設レンタル料金の優遇（一般利用の半額） 

 

 ※その他正会員の役割につきましては、「一般社団法人みどり市観光協会 定款」の第２章会員

にてご確認ください。 

 

 

 

【賛助会員】 

 

 １．議決権について 

   ・賛助会員の方は議決権を保有することはできません。 

 

 ２．会員特典について 

   ・観光協会ホームページにて紹介 

 

 ※賛助会員につきましては、当協会の趣旨、活動に賛同し入会する会員のことです。会費によ

って協会を支援し、応援していただける個人・団体の方を賛助会員とさせていただいており

ます。 

 



一般社団法人みどり市観光協会 公式サイト掲載内容 

 

                           記入日：令和  年  月  日 

 

【掲載内容】 

会 員 名  

フ リ ガ ナ 

掲 載 名 称 

（店舗名） 
 

所 在 地 
〒 
 

 

電 話 番 号  営 業 時 間  

定  休  日  駐 車 場 
 □ あり（    台） 
 

 □ なし 

業   種 

 □ 小 売 業   □ 卸 売 業   □ 飲 食 業   □ 製 造 業 
 

 □ 金 融 業   □ 宿泊施設   □ 旅 行 業   □ 運輸・交通 
 

 □ 印 刷 業   □ 神社・仏閣   □ 各種団体 
 

 □ そ の 他（               ） 

掲載カテゴリー 

※複数選択可 
 □ みる  □ あそぶ  □ たべる  □ かう  □ とまる  □ 該当なし 

紹 介 内 容  

画 像 □会員から提供  □協会で撮影  □その他（           ） 

Ｕ Ｒ Ｌ  

Ｓ Ｎ Ｓ  

 


